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（３）会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（４）国、地方公共団体又はそれに準ずる機関が発注する現場技術業務について、平成１

２年４月１日から入札参加資格確認資料の提出期間の最終日までに、次に該当する業

務を元請(ただし、共同企業体の場合は代表構成員である者)として完了した実績を有

する者。 

① 情報通信基盤整備に関する現場技術業務 

（５）本県に本店又は営業所がある者。 

（６）一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日から本業務の落札決定日までの間にお

いて、本県の指名停止措置を受けていない者。 

（７）下記のいずれかの資格及び要件を満たし、かつ入札参加希望者と直接的な雇用関係

がある者を本業務の管理技術者として１人配置できる者。 

  ① 技術士（電気電子部門）の資格を有する者。 

② １級土木施工管理技士の資格を有する者で、資格を取得後５年以上の実務経験を

有し、海底光ケーブル敷設工事の施工管理業務の実務経験を有する者。 

（８）下記のいずれかの資格及び要件を有し、かつ入札参加希望者と直接的な雇用関係が

ある者を本業務の現場技術員（土木）として３人配置できる者。 

  ① １級土木施工管理技士の資格を有する者。 

② ２級土木施工管理技士の資格を有する者で、資格を取得後５年以上の実務経験を

有する者。 

（９）下記の資格を有し、かつ入札参加希望者と直接的な雇用関係がある者を本業務の現

場技術員（建築）として１人配置できる者。 

① １級建築施工管理技士の資格を有する者。 

（１０）下記のいずれかの資格及び要件を有し、かつ入札参加希望者と直接的な雇用関係

がある者を本業務の現場技術員（電気）として１人配置できる者。 

① １級電気工事施工管理技士の資格を有し、海底光ケーブル敷設工事の施工管理業

務の実務経験を有する者。 

② １級電気工事施工管理技士の資格を有し、資格を取得後５年以上の電気通信工事

の施工管理業務の実務経験を有する者。 

（１１）下記のいずれかの資格及び要件を有し、かつ入札参加希望者と直接的な雇用関係

がある者を本業務の現場技術員（電気）として１人配置できる者。 

  ① １級電気工事施工管理技士の資格を有する者。 

② ２級電気工事施工管理技士の資格を有し、資格を取得後５年以上の実務経験を有

する者。 

（１２）前（９）と（１０）の現場技術員は業務を兼ねることができる。 

（１３）本業務に係る工事の受注者又は該当受注者と資本若しくは人事面において関連が
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ある者でないこと。 

（１４）入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する資本関係又

は人的関係がないこと。 

    ア 資本関係 

      以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方

が更正会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 

      （ア） 親会社と子会社の関係にある場合 

      （イ） 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

    イ 人的関係 

      以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、（ア）については、会社の一

方が更正会社又は更生手続が存続中の会社である場合を除く。 

      （ア） 一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合 

      （イ） 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

    ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

      その他、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ

る場合 

（１５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるもの

として、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続

している者でないこと。 

 

３ 入札場所及び日時 

入札書は、電子入札システム又は持参により提出すること。なお、郵送又は電報による

入札は認めない。 

（１）電子入札システムによる場合 

入札書提出開始日時：平成２７年４月３日（金）   ８時３０分 

入札書提出締切日時：平成２７年４月３日（金） １５時００分 

（２）持参による場合 

持参日時：平成２７年４月３日（金）１５時３０分 

持参場所：沖縄県 企画部 総合情報政策課 情報通信基盤班 

※一般競争参加資格確認結果通知書の写しを持参すること。 

開札日時：平成２７年４月３日（金）１５時４０分 

電子入札システムにより開札 

  （３）開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。最低価格で入札をした者が２者以上いる場合は、電子入札システムの電

子くじにより落札者を決定する。また、落札結果は全入札参加者に通知する。 
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４ 入札の延期又は中止 

  本手続きは、内閣府の平成２７年度沖縄振興特別推進交付金の交付決定及び「離島地区 

情報通信基盤整備推進事業」の県議会における予算の承認を前提とした手続きである。 

したがって、上記に係る交付金の交付決定及び議会における予算が承認されない場合は、 

入札の延期又は中止を行うことがある。 

 

５ 入札参加資格の確認等 

本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資

料を提出し、契約担当者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並び競争参加資格がないと認めら

れた者は、本競争に参加することができない。 

（１）資格確認資料の提出期限等 

ア 提出期間：平成２７年３月９日（月）から平成２７年３月１８日（水）までの土

曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時００分から午後５時００分

まで 

イ 提出場所：〒９００－８５７０ 沖縄県那覇市泉崎 １－２－２ 

沖縄県 企画部 総合情報政策課 情報通信基盤班 

電話番号 ０９８－８６６－２０３６ 

ウ 提出方法：原則として、持参によるものとする。 

なお、電子入札対象業者は、持参による提出とあわせて、電子入札シス

テムにおいて申請書（第３号様式（１）のみでよい）を提出すること。 

エ 提出部数：１部 

 

（２）入札参加資格の確認結果通知 

平成２７年３月２６日（木）（予定）までに通知する。（電子入札対象の場合は、

電子入札システムにて通知する。ただし、書面により申請した場合は、書面にて通

知する。） 

（３）競争参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対して競争参加資格がない

と認めた理由について、次により説明を求めることができる。 

ア 提出期限：競争参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して５日以内

（休日を除く。）とする。 

イ 提出場所：沖縄県 企画部 総合情報政策課 情報通信基盤班 

ウ 提出方法：書面（様式自由）を持参することにより提出すること。郵送又は電送

（メールやファクシミリ）によるものは受け付けない。 

  （４）再苦情申し立て 

     契約担当者からの上記の（３）の理由説明に不服がある者は、理由説明に係る書
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面を通知した日の翌日から起算して７日以内（休日を除く。）に、書面により契約

担当者に対して再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについて

は、沖縄県公共工事入札契約適正化委員会が審議を行う。 

     ア 再苦情申立ての受付窓口及び受付時間 

         受付窓口：沖縄県土木建築部土木総務課建設業指導契約班 

         受付時間：午前９時から午後５時までとする。 

     イ 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等の配布場所 

         沖縄県土木建築部土木総務課建設業指導契約班 

         電話番号 ０９８－８６６－２３８４ 

 

６ 設計図書の交付期間、交付方法等 

（１）交付期間 平成２７年３月９日（月）から 

（２）交付方法 沖縄県電子入札ポータルサイト内、入札情報システムからダウンロードし

てください。 

【沖縄県電子入札ポータルサイト】 http://doboku.pref.okinawa.jp/ebidportal/ 

（３）問い合わせ先 〒９００－８５７０ 沖縄県那覇市泉崎 １－２－２ 

沖縄県 企画部 総合情報政策課 情報通信基盤班 

電話番号 ０９８－８６６－２０３６ 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

ア 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第１００条の定めるところにより、

入札保証金を納めなければならない。 

  イ 次のいずれかに該当する場合については入札保証金を納める必要はない。 

（ア） 過去２か年の間に、国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は、地方公共

団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これを誠実

に履行したと認められる者が入札に参加する場合。 
（イ） （ア）に該当する者以外で保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保

険契約を締結し保険証書を提出したものが入札に参加する場合。 

ウ 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 

エ イに該当する者以外の者については、競争参加資格確認結果通知書により連絡する。 

オ イの（イ）で締結した入札保証保険契約の書面の提出日時については、競争参加資 

格確認結果通知により連絡する。 

（２）契約保証金 

契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第１０１条及び土木設計業務等委託契約書

第４条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。ただし、過去２か
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年の間に、国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規

模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これを誠実に履行したと認められる

場合はこの限りではない。 

また、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保

証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律１８４号）第２

条第４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代える

ことができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を

行った場合は、契約保証金を免除する。 

 

８ 入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相

当する金額を入札書に記載又は電子入札システムに登録すること。 

 

９ 入札に関する注意事項（持参により提出する場合） 

（１）入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 

（２）入札書、委任状には、業務名及び業務を履行する場所をこの公告の記載に従い記入す

ること。 

（３）代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができな

い。なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 

（４）当該業務の競争参加資格確認結果通知書の写しを提出すること。 

（５）入札を希望しない場合には、参加しないことができるので入札辞退届を郵送又は持参

により提出すること。 

（６）入札書のくじ番号（任意の数字３桁）は、電子くじによる抽選を行う場合に使用する

ため、必ず記入すること。 

 

１０ 業務費内訳書の提出 

本業務は、全ての入札参加者に対して第１回目の入札に際し、第１回の入札書に記載さ

れる入札金額に対応した業務費内訳書の提出を求める。ただし、以下の点に留意すること。 

（１）業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、作成年月日、業務名、工種、

種別、細目に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、

商号又は名称並びに住所を記載するとともに、代表者印を押印すること。 

ただし、電子入札対象業務であり、電子入札システムにより業務費内訳書を提出す 

る場合には、代表者印の押印は不要である。 
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（２）契約担当者（これらの者の補助者を含む。）は、提出された業務費内訳書について説明

を求めることがある。 

（３）電子入札システムにより委託費内訳書を提出する場合、添付するファイルの容量は３ 

MB 以内かつ１ファイルのみとし、最新のウイルス定義ファイルに更新したウイルス対策

ソフトによりウイルスチェックを行い添付すること。 

 

１１ 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格確認資料に虚偽の記載をした者

のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、競争参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時に

おいて指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 

 

１２ 契約締結時期 

（１） 落札者の決定後、７日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が

特に指示したときは、この限りでない。 

 

１３ その他 

（１）資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（２）契約担当者は、提出された資格確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断

で使用しない。 

（３）提出された資格確認資料は返却しない。 

（４）提出期限以降における資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 

（５）資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場

合は、競争参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。 

（６）入札参加者は、沖縄県土木建築部競争契約入札心得を熟読し、これを遵守すること。 

（７）履行期間は、事情により変更することがある。 

（８）詳細は、沖縄県電子入札運用基準による。 

 

１４ 本案件に関する質問・回答 

（１）入札及び契約関係： 

〒９００－８５７０ 沖縄県那覇市泉崎 １－２－２ 

沖縄県 企画部 総合情報政策課 情報通信基盤班 

電話番号 ０９８－８６６－２０３６ 

（２）上記（１）以外に関すること。 

〒９００－８５７０ 沖縄県那覇市泉崎 １－２－２ 

沖縄県 企画部 総合情報政策課 情報通信基盤班 
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電話番号 ０９８－８６６－２０３６ 

 

ア 提出期間：平成２７年３月９日（月)から平成２７年３月２５日(水)まで。 

持参する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前

９時から午後５時まで。 

イ 提出場所：上記（２）に同じ 

ウ 提出方法：持参又は FAX により提出すること。FAX により提出する場合は、受信確

認を電話で行うこと、なお、郵送によるものは受け付けない。 

エ 回答方法：質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 

期  間：回答日から平成２７年４月３日（金）までの土曜日、日曜日

及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時まで。 

閲覧場所：入札情報システムに掲載する。 

【沖縄県電子入札ポータルサイト】 http://doboku.pref.okinawa.jp/ebidportal/ 


